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精神障害者の就労に対する企業と就労支援施設との認識の違い
―精神障害者・企業への円滑な支援に向けて―

池淵　歓斗 1

　抄　録
　精神障害者の就労に対する企業と就労支援施設との認識の相違を分析し，支援のあり方について検討した．方
法は，精神障害者を雇用した 2社への半構造化面接を行い，コード化・カテゴリー化を用いて分析した．また，
その結果を補完するために，職場実習等で支援を行った 5社での支援記録から集約した 10事例にカルテレビュー
を行った．その結果，支援者が企業の経営的視点を理解せず，障害者への保護的配慮を求めると，企業が実施可
能な配慮との間に隔たりが生じ，就労支援に対する企業と就労支援施設との認識の相違が顕在化する危険がある
ことが明らかとなった．その認識の相違を防ぎ，対象者と企業への円滑な支援を行うために，支援者は企業との
協議と訪問の中で，経営的視点を理解しながら対象者に必要な配慮と実施できる企業内での役割を提示し，対象
者への負荷度合や病状変化の判断と助言を行うことが重要であると考える．
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Differing perceptions of companies and employment support centers 
regarding the employment of persons with mental disabilities

―For smooth support of persons with mental disabilities and of companies―
IKEBUCHI Kanto

　Abstract

　This study analyzed differences in the perceptions of employment support facilities and corporations regarding 
employment of persons with mental disabilities and examined the state of support. The methodology of this study was semi-
structured interviews with two companies that employ persons with mental disabilities and analysis of the results using 
coded categorization. Additionally, to supplement the results, 10 cases were aggregated from support records at five 
companies that have provided workplace training and other support. As a result, it became clear that if supporters do not 
understand of the management perspective of corporations when asking for protective consideration for people with 
disabilities, there is risk of a gap with what can actually be implemented in the company. Differences in the perceptions of 
companies and employment support centers towards such employment support may thus arise. To prevent such differing 
perceptions and smoothly provide support to both the person and the company, supporters in their discussions with and visits 
to the company should understand the management perspective while showing what consideration will be necessary for the 
person and what role s/he can play in the company. It is important that the supporters judge and give advice regarding the 
degree of burden on the person and changes in medical condition.

Keywords：persons with mental disabilities, support for employment, companies, employment of people with disabilities

Ⅰ．はじめに

　筆者は，就労支援施設において精神障害者の就労支

援に携わった．精神障害者は，短期間で離職する割合

が高く，その離職率は就職後 1週間未満で 12.1％，3ヵ
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月未満では 34.3％との報告がある 1）．筆者も一般企業

での支援を行う中で，支援対象者が一般企業に定着で

きなかった経験がある．天野 2）が述べているように，

筆者も対象者の目標を一般就労にしながら保護的対応

を企業に求め，企業は企業内での役割・一定レベルの

仕事量を求め，双方の折り合いがなかなかつけられな

いことがあった．その経験から，企業と就労支援施設

との障害者雇用や精神障害者の就労に対する認識の相

違が，対象者への過重負荷や職場実習中止をもたらし

ているのではないか，という疑問を持った．

　先行研究では，企業と就労支援機関の間には企業

ニーズの的確な把握の上での支援ができていない等の

大きなギャップがある 3），就労に必要な能力（労働習

慣，参加態度，作業能力）に関して，支援者である専

門職と事業所（企業）の考える内容に有意な差を認め

たと報告している 4）．企業と支援者との間に，精神障

害者の就労に対する認識の相違があるとは報告されて

いるが，両者間にある認識の相違の内容についての詳

細は述べられておらず，精神障害者の離職率は改善さ

れていない．精神障害者の雇用を促進するには，企業

と支援者との精神障害者の就労に対する具体的な認識

の相違内容を明らかにする必要がある．

　本研究では，企業の持つ障害者雇用に対する認識を

明らかにすることを目的に，精神障害者を雇用した企

業（担当者）への半構造化面接を行った．また，その

結果を補完するためにカルテレビューを行い，支援経

過，企業の対応，企業と支援者との認識の違いの有無

を抽出した．それらの結果より，企業と支援者との精

神障害者の就労に対する認識の相違を分析した．

Ⅱ．方法

1．研究方法

　本研究は，質的事例研究である．研究対象は，筆者

が就労支援を実施した企業 5社（表 1）である．5社

10事例についてカルテレビューを行い，うち 2社に

は半構造化面接を行った．

　企業の障害者雇用への考えを把握するために，研究

対象の企業 5社の中で，実際に精神障害者の雇用に

至った企業Dと企業Eの2社における担当者各1名（計

2名）に対して半構造化面接を行った．半構造化面接

は，支援記録や筆者の臨床経験に基づいたインタ

ビューガイド（図）を用いつつ，企業が障害者雇用を

検討する上で重要となる事柄，実際に行った雇用管理

上の配慮，障害者雇用で困った事柄，企業と支援者の

表 1　研究対象一覧
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考える障害者雇用における相違について行った．面接

内容を文脈の意味単位ごとに分割し，それぞれのコー

ド化を行い，概念として再構築した．再構築の手順は，

①コード化で得られたコードのカテゴリー化，②カテ

ゴリー化を繰り返し行い階層的なカテゴリー化，③各

カテゴリーとコード間の関連性を時系列的に関連図

化，④各関連図の関連性を明らかにする，である 5）．

各カテゴリーには，そのカテゴリーを象徴するカテゴ

リーラベル（題名）を付けている．そして，概念とし

て再構築した関連図の分析を基に，企業の持つ障害者

雇用に対する考えのカテゴリーラベルをまとめた．

　次に，半構造化面接の結果を補完するために，研究

対象の企業 5社で支援を行った精神障害者 6名（表 2）

の支援記録情報のカルテレビューを行った．カルテレ

ビューから，一般企業で就労支援を行った 10事例に

ついて，企業のプロフィールと対象者が企業への定着

（就職）・不定着（企業での就労を中止）に至った経緯

をまとめ，①事例の経過，②各事例での企業の対応，

③各企業の対応の比較について検討を行った．この

①～③を通して，企業が対象者に求めている「仕事内

容」「勤務日数と時間」の共通項，対象者が企業への

不定着に至った対象者と企業と支援者（筆者）との間

に生じた認識の相違，対象者が企業での職場定着に

至った要因について抽出した．

　最後に，インタビューにおける見聞的知見とカルテ

レビューにおける経験的知見をもとに，①精神障害者

の就労に対する企業と就労支援施設との認識の違い，

②精神障害者と企業への円滑な支援を検討した．

2．倫理的配慮

　研究計画およびインタビューガイドをもとに国際医

療福祉大学倫理委員会へ申請し，承認を得た（承認番

号：09-150）．また施設に対しては，法人理事長と施

設長への研究の趣旨の説明を行い，承諾を得た．イン

タビュー対象者には，口頭と文章にて，研究趣旨およ

び研究方法について説明し，匿名性に対する保障，IC

レコーダーによる録音への同意を得てから録音するこ

と，録音データは研究終了後に破棄することを条件に

協力の同意を交わした．

Ⅲ．結果

1．インタビュー結果

　インタビュー時間は，企業 Dが 132分（1回），企

業 Eが 84分（1回）であった．企業 Dは雇用を前提

とした職場実習，企業 Eはトライアル雇用への参加

を通して対象者の雇用に至っており，両企業で就労支

援を行った精神障害者は，企業への障害の開示を行っ

ていた．

　企業 D・Eの 1）障害者雇用に対する考え，2）精

神障害者の就労に対する考え，3）就労支援施設との

協力に対する考えについて，各企業の概念を構成して

いるカテゴリーラベルを《 》で記入した．両企業の

カテゴリーラベルをもとに，筆者が共通項を要約し，

各企業の特徴を挙げた．カテゴリーラベルは一覧表に

まとめ，それらの根拠となったインタビューデータの

1例を記載した．

1）障害者雇用に対する考え（表 3）

　企業 Dのラベルは，《特別扱いは行わない》《業務

遂行に雇用管理上の配慮が必要なことを了解の上雇

用》《雇用管理上の配慮の実施》《継続的な雇用管理上

の配慮の必要性》《雇用管理上の配慮による他従業員

図　インタビューガイド
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の負担》《賃金ベースに対する最低限の役割と仕事量》

《障害を理由に保護的環境を求めるならば企業として

は雇用できない》であった．

　企業 Eのラベルは，《業務内容に対する雇用管理上

の配慮を行う》《業務遂行能力と仕事量に対する雇用

管理上の配慮を行う》《適応には長期的視野で雇用管

理上の配慮を行う》《企業と障害者の双方が業務内容

と仕事量に対する給料に納得する》《個人の能力と企

業が求める役割の適合が必要》《勤務予定に即した就

労》《業務に対する真摯な態度》であった．

　両企業の共通項の要約は，『障害者に対して雇用を

する上での配慮が必要であることを理解している．雇

用後にも障害者に応じた配慮を継続している．障害者

が働く上での配慮と特別扱いとは異なる．雇用契約上，

障害者雇用であっても，勤務予定に即した勤務を行う

こと，賃金に見合った企業内での役割と仕事量を果た

すことは必要となる』とした．

　雇用後の継続的な配慮について，企業 Dは他従業

員の負担が存在していること，企業 Eはその配慮を

受けるためには真面目に取り組む姿勢，与えられた役

割を果たす努力を行うことの重要性を挙げた．企業 D

は，障害を理由に過剰な保護的環境を求めるならば雇

用はできないと明言していた．

2）精神障害者の就労に対する考え（表 4）

　企業 Dのラベルは，《就労姿勢への認め》《現行の

雇用管理上の配慮が最大限》《雇用管理上の配慮を行っ

ていても企業としてのリスクの存在》《雇用管理上の

配慮と業務拡大のバランスの難しさ》《一般就労を断

念して良かったのではないかという思い》《職場定着

できなかったことへの無念さ》《雇用管理上の配慮不

足という思い》であった．

　企業 Eのラベルは，《企業内での継続的役割の遂行》

《企業としての対象者への認め》《病状の変化へのリス

クがあり対応への配慮や気遣いの難しさ》《適切な業

務内容と仕事量を判断することが難しい》《病状の変

化を把握することの難しさ》《突然の病状の変化に対

する継続的不安》《一般就労ではなく就労支援施設か

らの施設外勤務》であった．

　両企業の共通項の要約は，『雇用した障害者は，真

面目に仕事に取り組む姿勢から，企業としても従業員

として認めている．職場定着した現在でも病状の悪化

に対する不安があり，継続的配慮を行っていても払拭

表 3　障害者雇用に対する考え
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できない．その不安から仕事の内容やその量について，

今後どこまで求めて良いか企業としては判断すること

が難しい』とした．

　企業 Dは，清掃業という業種の特性から，現在，

働いている障害者の遂行能力と現行の企業としての配

慮が最大限の歩み寄りであることを挙げた．企業Eは，

精神障害者の病状の変化を判断することの難しさを挙

げた．そのため，病状の不安定さが残存している対象

者では対象者自身と企業の双方にとっての負担が大き

く，企業での就労ではなく就労施設からの施設外就労

が良いのではないかとの考えも挙げていた．

3）就労支援施設との協力に対する考え（表 5）

　企業 Dのラベルは，《就労支援員が介入することで

の不安の軽減》《就労支援員の介入により業務遂行の

適合が円滑に行えた》《障害者雇用を円滑に進めるた

めには企業に対する支援が必要》《就労移行支援施設

との協力のあり方についての戸惑い》であった．

　企業 Eのラベルは，《業務内容への技術指導は現場

の従業員が行う》《支援者からの具体的な対象者と業

務内容のマッチングの提示》《対象者に関する詳細な

情報の提示》《定期的な職場訪問》《永続的支援は受け

られない》《企業が障害を理解することの難しさ》で

あった．

　両企業の共通項の要約は，『定期的な訪問を通して，

仕事内容と対象者とのマッチングに対する支援を望ん

でいる』とした．

　企業 Dは，どこまで就労支援施設を頼って良いか

という戸惑いと，就労支援員の介入で障害者雇用への

不安が軽減したこと，対象者と業務内容との適合が円

滑に行えたことを挙げた．企業が対象者と業務内容と

のマッチングを行うことの負担に触れ，企業だけで障

害者雇用を進めることの困難さと就労支援施設との協

力体制であれば障害者雇用を進めることができること

も挙げていた．

　企業 Eは，就労支援施設が事前協議で対象者の詳

細な情報提供と企業内での具体的な対象者の役割を提

示することを挙げた．企業が障害を理解することの難

しさに触れ，支援者が定期的な訪問を行い，対象者の

病状の変化や対象者への業務内容と仕事量が適切であ

るかの助言を企業にすることも挙げていた．

表 4　精神障害者の就労に対する考え
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2．カルテレビュー結果（表 6）

　各企業での事例数は，企業 Aは 3事例，企業 Bは

1事例，企業 Cは 2事例，企業 Dは 3事例，企業 E

は 1事例の計 10事例であった．

　以下に，企業対応の共通項について筆者が要約した

結果を記す．また，対象者と企業と支援者との間に認

識の相違がみられた事例（企業での就労を中止），対

象者が企業での職場定着に至った事例（就職）につい

て，その要因として抽出した結果を記す．

1）企業対応の共通項

（1）「仕事内容」に関して

　各企業は，対象者の能力に応じて，仕事の内容と量

への適応と拡大を段階的に進める雇用管理上の配慮を

行っていた．最終的な企業の目標は，企業の求める仕

事内容と仕事量に対象者が到達することであった．

（2）「勤務日数と時間」に関して

　企業 A・B・C・Dは，勤務日数と時間に対して，

対象者の体力的な適応に応じて段階的に増やす配慮を

行っていた．その中で，企業 A・C・Dは週 5～ 6日

表 5　就労支援施設との協力に対する考え

表 6　各企業のカルテレビュー結果
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でのフルタイム（8時間程度の勤務）とすることを最

終目標としていた．企業 Eは，開始当初からこの週

5～ 6日でのフルタイムを条件としていた．

2） 対象者と企業と支援者との間に認識の相違がみら

れた事例

　企業 A・B・Cで，対象者が企業での職場定着に至

らなかった要因として，就労に対する認識の相違がみ

られた．企業 Aと Bは他企業からの紹介，企業 Cは

求人広告をもとに就労支援施設からの交渉で受け入れ

に至っていた．各企業での支援内容は，企業から仕事

内容や仕事量，勤務日数や勤務時間に対する配慮を求

めながら，対象者が段階的に適合できるよう支援を

行っていた．各事例で抽出した認識の相違を以下に記

す．

　事例 1において，「対象者と企業における仕事内容

と仕事量と賃金バランスに対する認識の相違」，「対象

者と支援者との就労支援の方向性に対する認識の相

違」，事例 4では「対象者と支援者との職業準備性に

対する認識の相違」，事例 5では「対象者と企業との

方向性に対する認識の相違」，事例 6では「対象者の

企業で必要な作業遂行能力に対する認識不足」がみら

れた．

3）対象者が企業での職場定着に至った事例

　企業 D・Eでの事例は，開始前の企業と対象者と支

援者との協議の中で，最終目標と段階的な目標を確認

しており，対象者が企業での職場定着に至っていた．

企業 Dの対象者は，支援者が職業準備性と作業遂行

能力が企業 Dに適合可能な施設利用者を選定してい

た．企業 Eは，ハローワークを利用して，対象者の

職業準備性と作業遂行能力で仕事内容に適合可能な企

業として開拓していた．両企業での支援内容は，企業

からの対象者への理解と配慮を受けながら，対象者が

各段階の目標に到達する支援を行っており，就労に対

する認識の相違はみられなかった．各事例で企業への

職場定着に至った要因を以下に記す．

　事例 7において，「対象者の真摯な態度での従事に

よって企業からの信頼が得られた」，事例 8では「支

援者の介入によって従業員からの対象者に対する信頼

を得られた」，事例 10では「対象者が無欠勤で淡々と

従事する姿から企業からの理解が得られた」ことを，

対象者が企業での職場定着に至った要因として抽出し

た．

Ⅳ．考察

1． 精神障害者の就労に対する企業と就労支援施設（支

援者）との認識の相違

　企業は，障害者雇用に対して雇用する上での配慮が

必要なことに理解を示し，雇用後も仕事内容や仕事量，

勤務日数や勤務時間に対して継続的な配慮を行い，障

害者の企業への適合を段階的に進め，賃金に見合う仕

事内容と仕事量，社会一般的な勤務体制（週 5日，8

時間程度の勤務）を最終的な目標としていることが改

めてわかった．

　一方，カルテレビューで職場定着に至らなかった事

例の経過を確認すると，対象者と企業もしくは対象者

と支援者との間の賃金に見合う仕事内容と仕事量，社

会一般的な勤務体制に即した勤務についての考えの相

違があったことがわかった．この相違は，支援者は対

象者に対する企業からの保護を念頭に置き，企業が障

害者雇用であっても賃金に見合う仕事内容と仕事量，

社会一般的な勤務体制に即した勤務を重要視している

ことを認識していないことが原因で生じたと考える．

　渡辺ら 6）は，1970年代に当時の職親に対してアン

ケート調査を行い，病院側は精神障害者に対して，仕

事内容や仕事量と賃金，予定に即した勤務について保

護的であるという職親からの指摘を報告している．こ

の報告は，本研究結果と同じである．精神障害者の就

労に対する企業と支援者との間に認識の相違が存在

し，この認識の相違が精神障害者への就労支援を阻害

する一因となる．

　この認識の相違は，医療・福祉側の対象者への保護

的視点と企業側の経営的視点からの相違である．その

ため，精神障害者への就労支援を進めていく上で，支

援者は対象者の支援と企業の経営的視点に立った支援

を同時に行う必要がある 7）．

　つまり，企業と支援者との間で，障害者雇用に対す
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る認識の相違内容は，「対象者の従事内容と仕事量に

対する賃金とのバランス」，「企業に求める雇用管理上

の配慮が企業にとって実施可能な内容であるか」であ

る．具体的には，「対象者が適合可能な従事内容およ

び仕事量と企業が求める従事内容および仕事量」，「対

象者に必要な雇用管理上の配慮と企業が実施可能な雇

用管理上の配慮」に関して，企業と支援者との間に障

害者雇用に対する認識の相違が生じる可能性が高い．

　また，本研究結果から，企業の実施可能な雇用管理

上の配慮には限界があることが明らかとなっている．

支援者が企業に対して，企業が実施可能以上の保護的

環境を求めた場合，企業と支援者の間に障害者雇用に

対する認識の相違を生じさせ，結果的に障害者雇用の

弊害となりうることを支援者は認識する必要がある．

2．精神障害者と企業への円滑な支援

　精神障害者への就労支援で最も重要なことは，その

対象者が安定した社会生活を維持しながら企業での就

労（一般就労）ができるかという見極めである 8）．こ

の見極めで，対象者の就労準備性や職業能力に対する

企業からの保護を念頭に置いていると，対象者と企業

との双方にとって過重負荷となる危険性が高まるので

はないかと考える．インタビュー結果にあるように，

企業は対象者の状態の変化の把握，適切な仕事内容や

その量を判断することが困難である．企業は支援者が

その判断を行い，企業への助言や対象者への対応を行

うことを就労支援内容として望んでいる．対象者と企

業への支援が適切に行えていない場合に，対象者の職

場不定着や状態の悪化，企業との障害者雇用の認識の

相違が生じる可能性が高まる．そのため，支援者は企

業への訪問を定期的に行う中で，対象者の病状と企業

内での役割状況を把握し，対象者と企業の双方に対し

て，病状や仕事内容・方法に関する，指導や助言・調

整を随時行うことが必要となる．

　この見極めを適切に行うためには，支援者が保護的

視点ではなく，社会一般的な視点に立ち，対象者の病

状も含めた職業前アセスメントを実施できることが重

要である．この職業前アセスメントを実施することに

より，就労条件（仕事内容・量，勤務日数・時間）に

関して，対象者が企業で就労する際にどのような配慮

が必要となるかを具体化することができる．支援者と

対象者とで具体的な配慮内容を確認し，今後の就労支

援の方向性や課題を検討する材料として活用すること

が重要となる．その協議の結果，対象者が社会生活を

維持しながらの就労が困難であると判断した場合に

は，インタビューの中で企業 Eの担当者も語ってい

るように，就労支援施設での福祉的就労も 1つの選択

肢となる．この職業前アセスメントと対象者との面接

は，定期的に繰り返し行うことが重要である．繰り返

し行うことにより，対象者Ⅲのように，対象者本人や

受入態勢等の状況の変化に応じて，就労支援の方向性

を変更していくことが必要である．

　定期的に繰り返す職業前アセスメントと面接は，福

祉的就労を前提とするものではなく，対象者の“でき

ること”と“必要な配慮”を明確にするためのもので

ある．“できること”と“必要な配慮”を明確にする

ことにより，企業 Dへの対象者の紹介や対象者Ⅲに

応じた企業（E）探しのような，対象者と企業とのマッ

チングに視点を置いた職場開拓が可能になる．また，

支援者が企業との協議で，対象者と企業内にある仕事

内容とのマッチング，対象者の達成できる具体的な役

割を企業に具体的に提示することができる．この提示

を行うことで，対象者への過重負荷や企業との考えの

相違を防ぐことができる．

　支援者は，対象者に必要な配慮と企業内で行える役

割を具体的に企業に伝える必要がある．また，定期的

な職場訪問を行い，対象者の病状の変化や仕事内容・

量について把握し，必要に応じて対象者と企業の双方

に，仕事内容の助言や量調整を行うことも必要となる．

これらの支援を対象者と企業に行うことが，対象者へ

の過重負荷や企業との考えの相違を防ぎ，継続的な雇

用につながると考える．

Ⅴ．結語

　精神障害者への就労支援は，支援者が企業に実施可

能以上の保護的環境を求めた場合，企業と支援者との
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間に障害者雇用に対する認識の相違があり，企業と就

労支援施設との協働関係が損なわれる危険があること

が示唆された．

　この企業と支援者との認識の相違を防ぐために，支

援者は企業経営を理解し，対象者に必要な配慮を企業

と協議すること，定期的な職場訪問で対象者の病状と

仕事内容・量を把握し，対象者と企業の双方に助言や

指導・調整を行うことが必要であり，これらの支援が

継続的な雇用につながることを認識した．

　本研究は，平成 22年度に国際医療福祉大学大学院

に提出した修士論文の一部を集約したものである．
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